
「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による契約金額の変更手続きフロー 

 

請負者 

（受注者） 

 

発注者 

（各発注担当課の監督員等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１４日以内 

①旧労務単価で積算した設計書を新労務単価に置

き換えて（注：物価は当初のまま）積算しなおす。  

（変更設計書の作成） 

②協議書／変更契約書案の作成 

③協議書通知に係る起案／支出負担行為伺の決裁 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

④発注者から契約金額変更の協議書（変更契約書案※日付空欄を添付）を送付 

⑤変更契約書（２通）を作成のうえ、発注者へ提出 

⑥変更契約の締結（発注者から変更契約書を１通返却） 


